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１ 開  会    令和８年２月３日     午後14時03分 

    閉  会        令和８年２月３日     午後14時18分 

 

２ 出席委員等 

 

前 川 教 育 長 小 畑 委 員  安 岡 委 員   藤 本 委 員   

 

植 木 委 員    

 

３ 欠席委員 

   

  鈴鹿委員 

 

４ 出席事務局職員 

 

大路 教育次長 

 

山下  教育監 

 

相馬  指導部長  

 

南   総務企画課長  

 

石崎  文化財保護課長  山本 総合教育センター所長 

 

瀬津 総務企画課主幹兼係長 

 

中村 総務企画課主事 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  



                                          

５ 議事の大要 

 

(1) 開会 

教育長が開会を宣言 

 

(2) 前会議録の承認 

１月分の会議録について、全出席委員異議なく、これを承認した。 

  

(3) 報告事項 

   

ア 臨時代理議決の報告について 

  ・第１号議案 令和８年２月府議会定例会の議決を経るべき議案に対する意見につ

いて 

         

【南総務企画課長の報告】 

〇 令和８年２月府議会定例会提出議案のうち、知事から意見を求められた教育委

員会関係議案について、議会日程の都合上、教育長臨時代理議決させていただい

たので報告する。 

  今回の関係議案５件で、いずれも異議がない旨回答を行うものである。 

 １、４、５件目の議案は、教育委員会からの予算要求等に基づき議案として提出

されるもので、２、３件目の議案は、条例改正の内容が教育委員会に影響するも

のとなっている。 

  １件目の、「第１号議案 令和８年度京都府一般会計予算」と４件目の「第39

号議案 令和７年度京都府一般会計補正予算（第11号）」 

の予算関係議案２件について説明する。 

 今回の教育委員会の予算については、京都府総合計画の２つの重点ビジョンを

柱に教育振興プランの施策を整理し、高校授業料無償化が本格化する中、公私間

で切磋琢磨できる環境づくりや、人口減少社会が到来し、地域での人材育成の重

要性が高まる中、「これからの京都、日本の未来を担う人材の育成」に向けて、

府立高校の魅力化と安心・安全な教育環境の確保に重点を置いた予算を計上して

いる。 

 予算案の規模は、２月補正予算と令和８年度当初予算を合わせて、 1,499億

3,900万円となっており、前年度と比較し、109億2,100万円の増となっている。 

 各事業内容の詳細については、別冊の別添資料のとおりである。 

  ２件目の、「第17号議案 職員の給与等に関する条例一部改正の件」について

説明する。 

 昨年10月府人事委員会からの、「職員の給与等に関する報告及び勧告」の趣旨

を踏まえ、教職員の給与制度の改正が行われるものである。 

 昨年の勧告のうち、令和７年度に遡及して改定されるものは、既に12月議会で

条例改正されたところだが、今回は、令和８年度から通勤手当の上限の引き上げ

や拡充を行うものとなっている。 

３件目は、「第19号議案 管理職員等の給与の特例に関する条例の一部改正の 

件」についてである。 

 現下の京都府の厳しい財政状況等を考慮し、管理職員の給料月額について、



                                          

1.5～２%、教育長や常勤の行政委員については、４%の引き下げを、令和8年度も

引き続き、継続するものとなっている。 

12月議会の条例改正で、教育長はじめ特別職の地域手当が廃止され、給料に一

元化されたところだが、これに伴う規定整備も併せて実施される。 

  最後の５件目は、「第40号議案 京都府公立高等学校等教育改革促進基金条例

制定の件」についてである。 

 国において、公立高校改革に向け、令和７年度補正予算で、全国都道府県に令

和８年度からの３年間で約3000億円を執行する基金を造成する予算が実現したと

ころである。 

京都府においても、この制度を受け、府内の公立高校等における教育改革の推

進のための事業に要する経費の財源に充てることを目的に、「京都府公立高等学

校教育改革促進基金」を設置するため、条例を制定するものである。 

 

【質疑応答】 

〇 小畑委員 

  高校改革に向けた国の基金は、単年度予算ではなく、３年間かけて活用するも

のか。 

 

    〇 南総務企画課長 

  委員ご指摘のとおりである。 

 

  イ 令和７年度京都府暫定登録文化財の登録について 

 

   【石崎文化財保護課長の報告】 

    〇 教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に専決させる訓令により、京都

府暫定登録文化財の登録について報告する。 

今回登録したのは、絵画 12 件、彫刻５件、書跡・典籍３件、古文書４件、歴

史資料３件、考古資料２件の合計 29 件となる。主なものとして、黄檗山萬福寺

の逸然性融筆が描いた「絹本著色仏涅槃図」、壽寶寺の「木造釈迦如来坐像」、

春現寺の「大般若経」、久御山町の「大池神社文書」、グンゼ（株）所蔵の「小

雲嘉一郎関係資料」、木津川市所蔵の上狛北遺跡から出土した「木簡」等があげ

られる。 

 

   【質疑応答】 

    〇 なし 

     

(4) 閉会 

教育長が閉会を宣告 


